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入 札 説 明 書 

 

新宿御苑管理事務所の令和４年度新宿御苑大木戸休憩所撤去工事に係る入札公告（再々度）（建設工

事）に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとす

る。 

また、本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 

 

１．公告日 令和４年10月28日 

 

２．契約担当官等 

分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 曽宮 和夫 

              東京都新宿区内藤町11 

 

３．工事概要 

(1) 工 事 名   令和４年度新宿御苑大木戸休憩所撤去工事（電子調達対象案件） 

(2) 工事場所   東京都新宿区内藤町11 

(3) 工事内容   別冊図面及び別冊仕様書のとおり。 

(4) 工  期   契約締結日の翌日から令和５年２月22日（水）まで 

 

(5) 工事の実施形態 

1) 本工事は、入札時に企業の技術力及び技術者の能力等の提出を受け付け、価格以外の要素と価

格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（施工能力評価型Ⅱ型）の工事である。 

2) 本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。なお、紙入札方式

の承諾に関しては、下記６．の担当部局に承諾願を提出するものとする。 

① 当初より、電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代え

るものとする。（入札心得様式２．を提出すること） 

② 電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認め

ないものとするが、応札者側に止むを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発

注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。 

③ 以下、本説明書において、これまでの紙入札方式による場合の記述部分は、すべて上記の

発注者の承諾を前提として行われるものである。 

3) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）に

基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 

4）本工事は低入札価格調査制度の調査対象工事である。 

(6) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 

(7) 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、「週休２日」を確保した施工を実施する

「週休２日制工事（発注者指定型）」の試行対象工事である。現場施工期間内において「週休２日」

を達成した場合は、工事成績評定の加点評価対象とする。 

 週休２日の考え方は下記のとおりである。 

ア 現場施工期間内において、週休２日を行ったと認められること（年末年始６日間と夏季休暇
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３日間は除く。）。 

イ 現場施工期間内には、工事着手日から工事完成日までの期間のうち工場製作のみの期間、工

事全体の一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。 

ウ 週休２日とは、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう｡ 

エ 現場閉所日数とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて１日

を通していずれの作業も実施していない日の合計をいう。なお、降雨等による予定外の閉所日

についても、現場閉所日数に含めるものとする。 

週休２日を達成できなかった場合、週休２日制工事として積算した労務費等については、請

負代金額の変更により減額する。 

 

４．競争参加資格 

(1) 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）（以下、予決令という。）第７０条及び第７

１条の規定に該当しない者であること。 

(2) 開札までに環境省における令和０３・０４年度一般競争参加資格者で建築工事Ａ、Ｂ，Ｃ又はＤ

等級の認定を受けていること。会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立

てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続き開始の申立てが

なされている者については、手続開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資

格の再認定を受けていること。 

(3)  関東・甲信越地方内に建設業法に基づく建築一式工事又は解体工事の許可を受けた本店・支店

及び営業所のいずれかを有すること。 

(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開

始の申立てがなされている者（上記(2)の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

(5) 平成１９年度以降に元請けとして完成した建築工事で、下記1)の要件を満たす工事の施工実績を

有することとし、建設共同企業体の実績を持って単体として応募する場合は出資比率が２０％以上

の場合のものに限る。環境省発注の工事に係るものにあっては評定点合計が６５点未満のものは除

く。 

1) 建築物の解体又は撤去を含む公共工事であること。 

(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。 

1) １級建築施工管理技士、２級建築施工管理技士（建築、躯体）又はこれと同等以上の資格を

有する者であること。 

2) 平成１９年度以降に、元請けとして完成した下記に掲げる要件を満たす工事の施工経験を有

すること(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が２０％以上の場

合のものに限る。)。 

  ただし、環境省発注の工事に係る経験である場合にあっては、評定点合計が６５点未満のも

のを除く。 

① 建築物の解体又は撤去を含む公共工事であること。 

3) 前記1)の資格及び2)の施工経験を有する専任補助者を配置する場合は、配置予定の主任（監

理）技術者は前記2)の施工経験を有するか、または前記2)の施工経験に代えて下記(ａ)の施工

経験を有すること。(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が２０％

以上の場合のものに限る。)。 

  (ａ)平成２９年度以降に、環境省発注の建築工事の主任（監理）技術者もしくは現場代理人と
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しての施工経験があること。また、当該施工経験の、環境省発注の工事に係るものにあっ

ては、工事の評定点合計が６５点未満のものを除く。 

4) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であるこ

と。 

5) 配置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨

を明示する資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことが

ある。 

  なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に３ヶ月以上の雇用

関係があることをいう。 

(7) 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という｡）及び競争参加資格確認資料（以下「資料」

という｡）の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の

措置要領（令和2年12月25日付け環境会発第2012255号）に基づく指名停止の措置を受けていないこ

と。 

(8) 上記３．(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面にお

いて関連がある建設業者でないこと。 

  上記３．(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者とは、次に掲げる者である。 

  ・コンストラクションインベストメントマネジャーズ株式会社 

  当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者とは、次の1)又は2)に該当する者で

ある。 

1) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分

の50を超える出資をしている建設業者 

2) 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合におけ

る当該建設業者 

(9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 

1) 資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再

生手続が存続中の会社である場合は除く。 

① 親会社と子会社の関係にある場合 

② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

2) 人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、①については、会社の一方が更生会社又は

再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

① 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

② 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 

(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注

の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

(11) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）でない

こと。 

・健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出の義務 
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・厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出の義務 

・雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出の義務 

 

５．総合評価に関する事項  

(1) 評価項目 

○ 企業の技術力等  Ａ．企業の施工能力 

(a)同種工事の施工実績    (b)工事成績 

(c)表彰等            (d)地域精通度（地理的条件） 

(e)地域貢献度（災害時等における活動実績） 

(f)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況 

Ｂ．配置予定技術者の施工能力 

(a)同種工事の施工経験と立場     (b)工事成績 

(c)表彰等 

(d)継続教育（CPD 及び CPDS）の取組状況 

Ｃ．賃上げの実施 

(2) 総合評価の方法 

1) 標準点 

当該工事について、入札説明書等に記載された要求要件を実現できるとされた場合には、標

準点１００点を与える。 

2) 加算点 

① 上記(1)の評価項目について、下記3)の表で定めるところにより加算点を与える。 

② 配置予定技術者として主任技術者又は監理技術者の他に専任補助者（現場代理人との兼務

は認める）を配置する場合は、主任技術者又は監理技術者の評価に替えて専任補助者の施工

能力で評価する。なお、専任補助者は４．(６)1)、及び2)並びに4)及び5)を有する者である

こと。 

3)施工能力評価型の評価項目及び配点 

○ 企業の技術力評価（加算点） 

評価の視点 評価項目 評価内容 評価基準 

企業の施工

能力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同種工事の施工

実績 

平成１９年度以降に元請とし

て完成した同種工事の施工実

績 

より同種性が高い施工実績  ：４点 

同種性が認められる施工実績 ：２点 

施工実績が無し       ：０点 

 

※より同種性の高い工事とは、同種性

に加え、埋蔵文化財包蔵地における

工事 

工事成績 令和２年度～３年度の建築工

事の工事成績評定点の平均点

（少数第１位四捨五入） 

 

ＪＶ時の実績を持って単体と

して応募する場合は出資比率

が 20％以上の場合に限り工事

成績を評価の対象とする。 

８０点以上       ：７点 

７５点以上８０点未満  ：４点 

７０点以上７５点未満  ：２点 

６５点以上７０点未満又は成績なし 

            ：０点 

【成績評定点の平均点は少数点第１位を

四捨五入し整数止めとする】 
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表彰等 令和２年度～３年度（表彰年

度）の表彰の有無 

【同じ工種区分の過去２年間

の工事の表彰を対象】 

ＪＶの場合は、構成員のうち出

資比率が 20％以上の１社が有

していれば評価する。 

ＪＶで表彰を受けた場合は、出

資比率が 20％以上の構成員の

単体は、評価として認める。 

ただし、表彰を受けた翌日から

申請書の提出期限日までに、

文書注意及び警告、指名停止

の措置を受けた場合は加点し

ない。 

表彰有り        ：２点 

表彰無し        ：０点 

 

【国、都道府県、市町村の表彰とし、感謝

状は含まない】 

 

地域精通度（地

理的条件） 

関東・甲信越地方内における

、建設業許可に係る本店・支店

・営業所の所在の有無(本店・

支店等は適宜選択) 

本店・支店・営業所が関東・甲信越地

方内に有り 

 ：１点 

○関東・甲信越地方内に無し 

 ：０点（競争参加資格なし） 

地域貢献度（災害

時等における活

動実績） 

 

令和２年度～３年度の災害時

等の活動の有無 

【過去２年間の活動実績】 

［評価対象の例］ 

・災害時対応協定(他省庁等も

含む)に基づく活動実績 

・大規模災害時の応急対策実

績 

 

【実績がある場合は事実を証

明出来る資料を添付】  

関東・甲信越地方において、活動実績有

り              ：１点 

関東・甲信越地方において、活動実績無

し              ：０点 

※上記に関し、複数の活動実績の申請があ

っても１つのみ評価する。 

ワーク・ライフ・

バランス等の推

進に関する取組

状況 

 

 

 

 

※ 複数の認定

等に該当する場

合は、最も配点が

高い区分により

加点を行うもの

とする 

 

※ 内閣府男女

共同参画局長の

認定等相当確認

を受けている外

国法人について

は、相当する各認

定等に準じて加

点する。 

区分１   

女性活躍推進法に基づく認定

（えるぼし認定企業・ﾌﾟﾗﾁﾅえ

るぼし認定企業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾌﾟﾗﾁﾅえるぼし ※１     ：５点 

３段階目 ※２        ：４点 

２段階目 ※２        ：３点 

１段階目 ※２        ：２点 

行動計画 ※３        ：１点 

認定無し           ：０点 

※１ 女性活躍推進法（令和２年６月１

日施行）第 12 条に基づく認定 

※２ 女性活躍推進法第９条に基づく認

定                               

労働時間等の働き方に係る基準は満た

すことが必要 

※３ 女性活躍推進法に基づく一般事業

主行動計画の策定義務のない事業主（

常時雇用する労働者の数が100人以下の

もの）に限る（計画期間が満了してない

行動計画を策定している場合のみ） 

区分２   

次世代法に基づく認定（くるみ

ん認定企業・トライくるみん認

定企業・プラチナくるみん認定

企業） 

プラチナくるみん       ：３点 

くるみん（新基準） ※４   ：２点 

くるみん（旧基準） ※５   ：１点 

トライくるみん        ：１点 

認定無し           ：０点 

※４ 新くるみん認定（改正後認定基準（令

和 4 年 4 月 1 日施行）により認定） 

※５ 旧くるみん認定（改正前認定基準又

は改正省令附則第 2 条第 5 項の経過措

置により認定） 
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区分３    

若者雇用促進法に基づく認定

（ユースエール認定企業） 

認定あり            ：３点 

認定無し            ：０点 

 

配置予定技

術者の施工

能力 

（複数の候

補技術者の

実績が提出

された場合

は能力評価

の最低の者

を評価する。

ただし、専任

補助者を配

置する場合

には専任補

助者の能力

で 評 価 す

る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同種工事の施工

経験と立場 

平成１９年度以降に元請とし

て完成した施工経験 

【過去15年間の同種工事実績】 

工事経験と立場の提出は１件

とする。 

より同種性の高い工事において、監理（主

任）技術者として従事      :６点 

 

より同種性の高い工事において、現場代理

人あるいは担当技術者として従事、また 

は、同種性が認められる工事において、監

理（主任）技術者として従事  ：３点 

 

同種性が認められる工事において、現場代

理人あるいは担当技術者として従事 

               ：０点 

 

※より同種性の高い工事とは、同種性

に加え、埋蔵文化財包蔵地における工

事 

上記、施工経験の工事における

立場 

主任（監理）技術者又は現場代理人 

               ：２点 

担当技術者          ：０点 

※施工経験とした工事の工期内に複数の

役職に従事している場合は、評価の低い

方で評価する。また、技術者の従事する

べき期間の途中から従事する場合及び途

中から離任する場合は評価しない。 

工事成績 環境省おける平成３０年度～

令和３年度の工事種別で建築

工事の工事成績評定点 

評価の対象とする工事は、一般

財団法人日本建設情報総合セ

ンターの「工事実績情報システ

ム」（以下：CORINSという。）に

従事技術者として登録された

工事を対象とする。 

ＪＶ時の実績を持って単体と

して応募する場合は出資比率

が 20％以上の場合に限り工事

成績を評価の対象とする。 

８０点以上         ：８点 

７５点以上８０点未満    ：４点 

７０点以上７５点未満    ：２点 

６５点以上７０点未満又は成績なし 

              ：０点 

 

※申請された工事の工事成績により評

価する。なお、複数の工事がある場

合は工事毎に申請する。ただし、申

請した工事がCORINSの登録の工事種

別と異なる場合には評価の対象とせ

ず０点とする。 

表彰等 平成３０年度～令和３年度(

表彰年度)の技術者(工事)表

彰の有無 

【同じ工種区分の過去４年間

の工事を対象】 

または平成３０年度～令和３

年度（表彰年度）の優良工事表

彰の監理技術者又は主任技術

者の有無 

表彰有り            ：３点 

表彰無し            ：０点 

 

【国、都道府県、市町村の表彰とし、感謝

状は含まない】 

 

継続教育(CPD及

びCPDS)の取組状

況 

令和３年度の継続教育におけ

る取得した合計の単位を評価

する 

【前の年度を対象】 

審査基準日から過去１年間に

各協会等が発行する学習履歴

証明書の写しを添付すること 

令和３年度に20単位以上の取得有り   

：１点 

令和３年度に20単位未満 

：０点 
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賃上げの実施を表明した企業等 賃上げの実施を表明した企業等 

令和４年４月以降に開始する最初の事業年度又は令和４年（2022）にお

いて、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を３％

以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】 

令和４年４月以降に開始する最初の事業年度又は令和４年（2022）にお

いて、対前年度又は前年比で給与総額を 1.5％以上増加させる旨、従業員

に表明していること【中小企業等】 

                               ３点 

企業の技術力及び配置予定

技術者の能力の評価 

（加算点） 

 

４３点満点 

 

4) ワーク・ライフ・バランス等の推進企業を評価する認定通知書等の確認 

評価の対象とする認定等を証する下記書類（当該認定等の根拠法令に基づき厚生労働省が定

める各都道府県労働局長が発出した認定通知書等）の写しを提出する。 

なお、複数の認定通知書等を企業が取得の場合は、５(2)3)企業の技術力評価（加算点）に

おいて下記の①～④で最も配点の高い認定通知書等の写しを提出する。  

① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍

推進法」という。)に基づく認定（えるぼし認定、プラチナえるぼし認定）に関する基準適

合一般事業主認定通知書 

※労働時間の基準を満たすものに限る。  

② 次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号。以下「次世代法」という。）に基づ

く認定（くるみん認定、トライくるみん認定、プラチナくるみん認定）に関する基準適合一

般事業主認定通知書 

③ 青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和45年法律第98号。以下「若者雇用促進法」とい

う。）に基づく認定（ユースエール認定）に関する基準適合事業主認定通知書 

④ 女性活躍推進法第８条に基づく一般事業主行動計画策定届(計画期間が満了していないも

のに限る。)を策定した企業(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る。) 

※ 内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、ワーク・

ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書（内閣府男女共同参画局長の押印があ

るもの）の写しを添付すること。 

5) 継続教育（CPD・CPDS）の取得状況 

継続教育（CDP・CPDS）の取得状況については、審査基準日から過去１年以内に発行され、

継続教育（CDP・CPDS）の推奨単位以上を取得したことを示す証明書（以下、「証明書」とい

う。）の写しを必ず添付すること。添付がない場合は評価しない。 

証明書は、審査基準日から過去1年間以内の期間に証明期間の一部が含まれ、継続教育（CD

P・CPDS）の推奨単位以上が取得されている場合に評価する。 

評価にあたっては、証明期間を年単位で評価する。なお、証明期間とは証明書に記載されて

いる「対象期間」、「証明期間」等であり、受講した日付より算出するものではない。 

6) 賃上げの実施を表明した企業等 

※１ 本評価項目で加点を希望する入札参加者は、別紙１の１又は別紙１の２の「従業員へ

の賃金引上げ計画の表明書」（以下「表明書」という。）を提出すること。なお、共同企

業が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。 
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また、中小企業等については、表明書と合わせて直近の事業年度の「法人税申告書別表

１」（別紙２）を提出すること。なお、「中小企業等」とは、法人税法第66条第２項又は

第３項に該当する者のことをいう。ただし、同条第６項に該当するものは除く。「大企

業」はそれ以外の者のことをいう。 

経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの

選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるための表明した

期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明期間と加点

を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度

等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。 

なお、本項目で加点を受けた落札者に対しては、落札者が提出した表明書により表明し

た率の賃上げを実施したかどうか、当該落札者の事業年度等が終了した後、速やかに契約

担当官等が確認を行う。本項目で加点を受けた落札者は、以下に示す書類を事業年度等が

終了した後、下記に定める期限までに契約担当官等に提出するものとする。具体的には、

事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度

の「法人事業概況説明書」（別紙３）の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報

酬」及び「従業員給料」の合計額」（以下「合計額」という。）を「４期末従業員等の状

況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での

賃上げを表明した落札者は、上記の資料を決算日（「表明書」別紙１の１に記載の事業年

度の末日）の翌日から起算して２か月以内に契約担当官等に提出すること。 

ただし、法人税法（昭和40年法律第34号）第75条の２の規定により申告書の提出期限の

延長がなされた場合には、契約担当官等への提出期限を同条の規定により延長された期限

と同じ期限に延長するものとする。 

また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合

計表」（別紙４）の「１給与所得の源泉徴収票合計表（375）」の「○Ａ俸給、給与、賞与

等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額により比較することとする（※２及

び３）。暦年単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資料を翌年の１月末までに契約

担当官等に提出すること。 

※２ 中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、事業年度単位の場合は別紙３の

「合計額」と、暦年単位の場合は別紙４の「支払金額」とする。 

※３ 上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等

の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認め

られる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。 

この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は「賃上げ実績確認」計画の達成」「適用

期間」別紙５のとおりである。 

上記の期限までに書類が提出されない場合又は上記の確認を行った結果、本取組により
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加点を受けた落札者が表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合又は本制度の趣旨

を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、契約担当官等が通知する減点措置の

開始の日から１年間、政府調達の総合評価落札方式による入札に参加する場合、本取組に

より加点された割合よりも大きな割合（１点大きな配点）の減点を行う。 

なお、共同企業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成とな

った場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未

達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。 

7) 評価値 

価格及び上記3)の表による評価に係わる総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者

について、上記1)、2)及び3)により得られる標準点と加算点の合計を、当該入札者の入札価格

で除して得た値（以下「評価値」という。）をもって行う。 

     評価値＝（標準点＋加算点）／入札価格 

(3) 落札者の決定方法 

1) 入札参加者は、入札価格が、予定価格の制限の範囲内であること。上記(2)によって得られ

た評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、

その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又は

その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当

であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低限の要求要件を

全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 

2) 1)において、評価値が最も高い者が２人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を

決定する。 

 

６．担当部局 

〒160-0014 東京都新宿区内藤町11 

         環境省自然環境局新宿御苑管理事務所 庶務科 

         電話 03-3350-0152 

         電子メール：SHINJUKU@env.go.jp 

 

７．競争参加資格の確認等 

(1) 本競争の参加希望者は、４．に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申

請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければ

ならない。 

   ４.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができ

る。この場合において、４.(1)及び(3)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の

時において４.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認す

るものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において４.(2)に掲げる

事項を満たしていなければならない。 

 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、

本競争に参加することができない。 

1) 提出期間： 令和４年10月28日（金）から令和４年11月４日（金）12時00分まで。（持参の
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場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除く9時から17時まで（12時から13時を除く）） 

2) 提出場所： ６．に同じ。 

3) 提出方法： 申請書及び資料の提出は、電子調達システムにより受付を行う。ただし、発注

者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、郵送（書留郵便等）又は持参にて受付

期間内必着で１部提出すること。 

上記の期限までに書類が提出されない場合又は上記の確認を行った結果、本取

組により加点を受けた落札者が表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合

又は本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途新宿御苑管

理事務所が通知する減点措置の開始の日から１年間に政府調達の総合評価落札方

式による入札公告が行われる調達に参加する場合、本取組により加点する割合よ

りも大きな割合（新宿御苑管理事務所が調達する案件については１点大きな配点）

の減点を行う。 

(2) 申請書は、別記様式１により作成すること。 

(3) 資料は、次に従い作成すること。 

下記1)の同種の工事の施工実績及び下記2)の配置予定の技術者の同種の工事の経験と立場について

は、平成１９年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し、引渡しが済んでい

るものに限り記載すること。ただし、専任補助者を配置することで主任（監理）技術者の同種工事の

経験に代えて４．(6)3)①の施工経験で競争参加資格申請を行う場合の施工経験は平成２９年度以降、

かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載する

こと。なお、「同種の工事の施工実績等」(別記様式２－１)「工事種別で建築工事の工事成績」（別

記様式２－２）に記載する工事、「主任（監理）技術者等の資格・工事経験」（別記様式３－１－１）

及び「専任補助者の資格・工事経験」（別記様式３－１－２）の「工事の経験の概要」に記載する工

事が環境省発注の工事である場合にあっては、当該工事に係る工事成績評定通知書の写しを添付する

こと。 

1) 施工実績 

４.(5)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を別記様式２－１に記載

すること。なお、５．(2)3)企業の技術力評価の同種工事の施工実績が判断できる内容を工事

概要に記載すること。同種の工事の施工実績の件数は１件でよい。 

2) 配置予定の技術者 

４.(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種の工事の経験及

び申請時における他工事の従事状況等を別記様式３－１－１に記載すること。 

なお、専任補助者（現場代理人との兼務は認める）を配置することで主任（監理）技術者の

評価に代えて専任補助者の同種工事の施工経験と立場の評価を受ける場合で、主任（監理）技

術者の同種工事の経験に代えて４．(6)3)の施工経験で競争参加資格申請を行う場合は、別記

様式３－１－１の工事の経験概要欄に当該施工経験を記載すること。 

専任補助者を配置する場合は、別紙様式３－１－２も記載すること。いずれの場合も記載す

る同種の工事の経験の件数は１件でよい。 

なお、主任（監理）技術者は複数の候補技術者を申請できるが、専任補助者については１名

の申請とする。 

同一の技術者（専任補助者を含む）を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合にお

いて、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったとき
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は、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の

工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札し

た場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 

５．(2)3)(イ)の配置予定技術者の施工能力の工事成績の評価において、主任（監理）技術

者の評価を受ける場合には、「主任（監理）技術者における工事種別で建築工事の工事成績」

（別記様式３－２－１）を提出すること。 

また、専任補助者を配置することで主任（監理）技術者の評価に替えて専任補助者の工事成

績の評価を受ける場合には、「専任補助者における工事種別で建築工事の工事成績」（別記様

式３－２－２）を提出すること。 

なお、いずれの場合もCORINSに従事技術者として登録された工事を対象(JV時及び単体時の

工事成績も含む)として該当する工事一件について記載する。 

工事の成績が無い場合は提出の必要はない。また、申請した工事がCORINSの登録の工事種別

と異なる場合には５．(2)3)企業の技術力等評価の対象としない。 

複数の主任（監理）技術者候補の実績が提出された場合は、配置予定技術者の能力評価（同

種工事の施工経験と立場、工事成績、表彰、継続教育）の最低のものを評価する。 

ただし、専任補助者を配置する場合は、専任補助者の能力で評価する。５．(2)3)企業の技

術力等評価の評価について複数の専任補助者の実績が提出された場合は、専任補助者としての

配置は認めない。 

なお、正当な理由がなく工事着手時に専任補助者を配置されない場合は、工事成績評定点か

ら５点を限度に減点することがある。 

3) 契約書の写し 

1)の同種の工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写し及び同種工事の要件を満

たす工事であることが確認できる資料を提出すること。ただし、当該工事が、CORINSに登録さ

れている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。 

4) 社会保険等への加入状況確認 

４．(11)について確認するため、建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第21条の4

に規定する通知書の写しを提出すること。 

(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和

４年11月４日（火）17時00分までに電子調達システムにて通知する。（ただし、書面により申請し

た場合は、電子メールにて通知する。） 

(5) その他 

1） 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

2） 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認、総合評価

点の算定以外に提出者に無断で使用しない。 

3） 提出された申請書及び資料は、返却しない。 

4） 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。 

5） 申請書及び資料に関する問合せ先：６.に同じ。 

6） 電子調達システムにより申請書及び資料を提出する場合は、以下に留意すること。 

① 配布（ダウンロード）された様式をもとに作成するものとし、ファイル形式は以下による

こと。 

・Microsoft Office Word（Word2010形式以下のもの） 
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・Microsoft Office Excel（Excel2010形式以下のもの） 

・PDFファイル 

② 複数の申請書類は、１つのファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。なお、

圧縮することにより１つのファイルにまとめたものは、１つのファイルの提出（圧縮ファイ

ルの中に複数のファイル及びファイル形式が混在していても良い。）として認める。ただし、

圧縮ファイルの形式は、lzh形式のみを認める。 

     なお、提出するファイル容量は７MB以内（圧縮ファイルを活用した場合も同様）とし、や

むを得ず申請書及び資料が７MB以上となる場合は分割して送信し、環境省に提出した旨を連

絡し、受信連絡メールを必ず確認すること。 

  電子調達システムのデータ上限は１０MB 

 

８．競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格が無いと

認めた理由について、次に従い、書面（様式は自由）により説明を求めることができる。 

1) 提出期限： 令和４年11月７日（月）12時00分。 

2) 提出場所： ６．に同じ。 

3) 提出方法： 電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て書面によ

り提出することもできるが、事前に６．へ電話連絡を行うこと。 

(2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和４年11月７日（月）17時までに説明

を求めた者に対し書面により回答する。 

 

９．入札説明書等に対する質問（見積りに関する質問も含む） 

(1) この入札説明書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面（様式は自由）により提

出すること。 

1) 提出期間： 令和４年10月28日（金）から令和４年11月２日（水）12時まで 

持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く９時から17時（12時

から13時までを除く）。 

2) 提出場所： ６．に同じ。 

3) 提出方法： 電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て書面を持

参し、電子メール、ＦＡＸ、又は郵送することもできる（書留郵便に限る。）。システム以外

で提出した場合には、６．に提出した旨を電話連絡すること。 

4）電子調達システムによる質問書の提出にあたっては、質問書に業者名（過去に受注した具体

的な業務名等の記載により、業者名が類推される場合も含む。）を記載しないこと。このよう

な質問があった場合には、その者の参加表明書及び技術提案書を無効とすることがある。 

(2) (1)の質問に対する回答書は、電子調達システム及び環境省ホームページ・新宿御苑ホームペー

ジの本案件のページにて掲載する。 

 

10．入札及び開札の日時及び場所等 

(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により

持参すること。入札書提出期限は以下のとおりとする。 

令和４年11月８日（金）11時00分。 
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(2) 開札の場所：〒160-0014 東京都新宿区内藤町11 

環境省自然環境局新宿御苑管理事務所会議室 

(3) そ の 他： 紙入札による競争入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官により競争参加資

格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。 

 

11．入札方法等 

(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て、紙入札方式と

する場合は封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し持参すること。郵送

又は電送（ファクシミリ）による入札は認めない。 

  紙入札方式の場合は、工事費内訳書とともに入札書を持参又は郵送等すること。 

持参又は郵送等に当たっては、各々封緘を行った封筒を表封筒の中に入れ、封緘のうえ、表封筒

に商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名及び「入札書・工事費内訳書在中」と記載するもの

とする。 

(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加

算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって

落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

と。 

(3) 入札執行回数は、原則として２回を限度とする。 

 

12．入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金 免除。 

(2) 契約保証金 納付（保管金の取扱店 日本銀行新宿代理店）。ただし、利付国債の提供（取扱官

庁新宿御苑管理事務所）又は金融機関若しくは保証事業会社の保証（取扱官庁新宿御苑管理事務所）

をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、

又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 

   なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の１０分の１以上とする。ただし、

低入札価格調査を受けたものとの契約については請負代金額の１０分の３以上とする。 

 

13．工事費内訳書の提出 

(1) 第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求

める。電子による入札の場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。ただし、入

札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入

れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。 

(2) 工事費内訳書は発注者名、商号又は名称、代表者氏名、住所及び工事名を記載するとともに、担

当者連絡先として、部署名、責任者名、担当者名、連絡先及び電子メール先を記載すること。なお、

電子調達システムによる場合は、Excel形式で作成を行うこと。 

工事費内訳書の提出形式は、下記のとおりとする。 

参考数量内訳書に掲げる種目別内訳及び科目別内訳、中科目別内訳、細目別内訳に相当する 

項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を表示したもの（様式自由。ただし、商号又 

は名称並びに住所及び工事名を記載するとともに、紙による入札は担当者連絡先として、部署名、
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責任者名、担当者名、連絡先及び電子メール先を記載し、入札日を記入すること。）。 

様式は、自由とするが、その構成は公共建築工事内訳書標準書式による。 

 なお、科目別内訳書、細目別内訳書の添付されていない場合は、下記表1.(1)に該当するものと

して、入札を原則無効とする。 

公共建築工事内訳書標準書式URL  

http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun_touitukijyun_s_utiwakesyo_syosiki.htm 

(3) 工事費内訳書は入札書の参考図書として提出を求めるものであり、入札書提出時までに、入札書

に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を提出する。 

(4) 入札参加者は担当者連絡先として、部署名、責任者名、担当者名、連絡先及び電子メール先を記

載し、入札日を記入した（電子調達システムにより工事費内訳書を提出する場合を除く。）工事費

内訳書を提出しなければならず、契約担当官又は支出負担行為担当官（これらの者の補助者を含む。）

が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。また、工事費内訳書が、下記表各項

に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とす

る。 

(5) 工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。 

  【表】  

１．未提出であると認められ

る場合 

（未提出であると同視でき

る場合を含む。） 

(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合 

(2) 内訳書とは無関係な書類である場合 

(3) 他の工事の内訳書である場合 

(4) 白紙である場合 

(5) 

内訳書に担当者連絡先として、部署名、責任者名、担当者

名、連絡先、電子メール先、入札日を記載されていない場

合 

(6) 内訳書が特定できない場合 

(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合 

２．記載すべき事項が欠けて

いる場合 

(1) 内訳の記載が全くない場合 

(2) 
入札説明書、指名通知書等に指示された項目を満たしてい

ない場合 

３．添付すべきではない書類

が添付されていた場合 
(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合 

４．記載すべき事項に誤りが

ある場合 

(1) 発注者名に誤りがある場合 

(2) 発注案件名に誤りがある場合 

(3) 提出業者名に誤りがある場合 

(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合 

５．その他未提出又は不備がある場合 

 

14．開札 

開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。紙に

よる入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わ

せて開札を行う。１回目の開札に立ち会わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった
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場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。 

 

15．入札の無効 

入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした

入札並びに契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の

入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 

なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時に

おいて４.に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。 

 

16．落札者の決定方法 

(1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、５．(2)に定めるところ

に従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、

その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、

その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当で

あると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低限の要求要件を全て満

たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 

また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、指名停止の措置が講じられるので注意されたい。 

(2) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第

86条の調査を行うものとする。 

 

17．配置予定技術者の確認 

落札者決定後、CORINS等により配置予定技術者（専任補助者を含む。）の専任制違反の事実が確認

された場合は、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得

ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。病気等特別な理由により、やむ

を得ず配置予定技術者を変更する場合は、４．(6)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術

者と同等以上の者を配置しなければならない。 

なお、主任技術者又は監理技術者の配置にあたっては、「監理技術者制度運用マニュアル（令和２

年９月30日 国不建第130号 国土交通省）」によらなければならない。 

また、専任補助者を配置する場合にあたっては、当該企業との雇用関係及び工事現場の専任につい

て主任技術者又は監理技術者と同様に「監理技術者制度運用マニュアル（令和２年９月30日 国不建

第130号 国土交通省）」によるものとする。 

 

19．契約書作成 

別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。 

 

．支払い条件 

前金払、中間前金払及び部分払は次のとおりとする。 

(1) 前金払   有り 

     中間前金払及び部分払   なし 

(2) 低入札価格調査を受けたものとの契約については別冊契約書案第３５条第１項中「１０分の４」

を「１０分の２」とし、第５項、第６項及び第７項もこれに準じて割合変更する。 
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20．火災保険付保の要否 否 

                                                                                          

21．本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結す

る予定の有無  無。 

 

22．非落札理由の説明 

(1) 非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌

日から起算して５日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）以内に電子調達システムにより、支出負

担行為担当官に対して非落札理由についての説明を求めることができる。ただし、紙入札方式の場

合は紙により提出することができる。 

(2) (1)の非落札理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日か

ら起算して５日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）以内に電子調達システムにより回答する。た

だし、紙により提出された者に対しては、電子メールにより回答する。 

 

23．再苦情申立て 

8.(2)の競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明又は22.(2)の非落札理由の説明に不服

がある者は、回答を受けた日の翌日から起算して７日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）以内に、

書面により、環境省大臣官房会計課長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申

立については、環境省入札監視委員会が審議を行う。 

(1) 再苦情申立ての問い合わせ及び提出先 

        環境省大臣官房会計課 監査指導室 

        〒100-8975  東京都千代田区霞が関１丁目２番２号 

          中央合同庁舎５号館２４階 

           電話 ０３－３５８１－３３５１（代表） 

(2) 受付時間： 土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで。 

         (持参の場合は１２時から１３時までの間を除く。) 

(3) 再苦情申立書の様式の入手先は、６．に同じ。 

※政府調達に関する協定の対象となる工事については、「政府調達に関する苦情の処理手続」（平

成７年１２月１４日付け政府調達苦情処理推進本部決定）（令和３年１月２９日改正）に基づ

く政府調達苦情検討委員会による苦情処理が行われることに留意すること。 

 

24．関連情報を入手するための照会窓口 ６.に同じ。 

 

25．その他 

(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 入札参加者は、別冊入札心得及び別冊契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。 

(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行う

ことがある。 

(4) 落札者は、7.(3)2)の資料に記載した配置予定の技術者を、本工事の現場に配置すること。 

(5) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。 
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(6) 電子調達システムは土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、８時３０分から１８時３０分まで稼働

している。 

(7) 障害発生時及び電子調達システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。 

・システム操作・接続確認等の問い合わせ先 

      政府電子調達システムヘルプデスク  TEL 0570-000-683(ナビダイヤル) 

      政府電子調達システムホームページアドレス  http://www.geps.go.jp/ 

(8) 入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受

付票を送信者に発行するので、必ず確認すること。この確認を怠った場合には、以後の入札手続き

に参加できなくなる等の不利益な取り扱いを受ける場合がある。 

   ・競争参加資格確認申請書受信確認通知（電子調達システムから自動発行） 

   ・競争参加資格確認申請書受付票（受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。） 

   ・競争参加資格確認通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。） 

   ・辞退届受信確認（電子調達システムから自動発行） 

   ・辞退届受付票 

   ・日時変更通知書 

   ・入札書受信確認（電子調達システムから自動発行） 

   ・入札書受付票（受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。） 

   ・入札締切通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。） 

   ・再入札通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。） 

   ・再入札書受信確認（電子調達システムから自動発行） 

   ・落札者決定通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。） 

   ・決定通知書 

   ・保留通知書 

   ・取止め通知書 

(9) 第１回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時については、電子調

達、紙による持参、郵送が混雑する場合があるため、発注者から指示する。開札時間から３０分を

目途に発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前で暫く待機するこ

と。開札処理に時間を要し、予定時間を超えるようであれば、発注者から連絡する。 

(10) 落札となるべき入札をした者が２人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定す

る。なお、くじの日時及び場所については、発注者からメールにより指示する。 

(11) 専任の主任技術者又は監理技術者の配置が義務付けられる工事において、低入札価格調査基準

価格を下回った価格をもって契約する場合は、主任技術者又は監理技術者とは別に、４．(6)1)、

4)及び5)に定める要件と同一要件を（工事経験を除く。）を満たす技術者を専任で１名現場に配置

することとする。 

   なお、当該技術者及び監理技術者等と、現場代理人の兼務は認めない。また、専任補助者を配置

する場合は当該技術者との兼務も認めない。 

   また、当該技術者は施工中、主任技術者又は監理技術者を補助し、主任技術者又は監理技術者と

同様の職務を行うものとする。また、当該当技術者は、その氏名その他必要な事項を主任技術者又

は監理技術者の通知と同様に契約担当官等に通知することとする。 

(12) 提出された申請書及び資料が下記のいずれかに該当する場合は、原則その申請書及び資料を無

効とする。 
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   ・申請書、資料の全部又は一部が提出されていない場合 

   ・申請書、資料と無関係な書類である場合 

   ・他の工事の申請書、資料である場合 

   ・白紙である場合 

   ・入札説明書に指示された項目を満たしていない場合 

   ・発注者名に誤りがある場合 

   ・発注案件名に誤りがある場合 

   ・提出業者名に誤りがある場合 

   ・日付に誤りがある場合 

   ・その他未提出又は不備がある場合 

(13) 電子調達システムによる入札書等の提出は通信状況によりデータの送付に時間を要する場合が

あるので、時間に余裕を持って行うこと。 

(14) 提出ファイルは事前にウイルスチェックなどで安全性を確認した上で送信すること。 

(15) その他不明な点についての照会先 

上記６．に同じ     

 

以上 

 



 
（別紙１の１）                             【大企業用】 
 
 

従業員への賃金引上げ計画の表明書 
 
 
当社は、○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度）

（又は○年）において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度（又は

対前年）増加率○％以上とすること 

を表明いたします。 
 従業員と合意したことを表明いたします。 
 
令和 年  月  日 
 株式会社○○○○ 

 （住所を記載） 

 代表者氏名 ○○ ○○   

 

 

 

 

 上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法

によって、代表者より表明を受けました。 

 

 

令和 年  月  日 

 株式会社○○○○ 

 従業員代表          氏名 ○○ ○○  印 

 給与又は経理担当者      氏名 ○○ ○○  印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（別紙１の１）                             【大企業用】 
 
 

（留意事項） 
１．事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況

説明書」を当該事業年度終了月の翌々月末までに契約担当官等に提出してく

ださい。 
  なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作

成する類似の書類（事業活動収支計算書）等の賃金支払額を確認できる書類を

提出してください。 
２．暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴

収票等の法定調書合計表」を翌年の１月末までに契約担当官等に提出してく

ださい。 
３．上記１．による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合

若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記確

認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価

落札方式による入札に参加する場合、技術点又は加算点を減点するものとし

ます。 
４．上記３．による減点措置については、減点措置開始日から１年間に入札公告

が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判

明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時

に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとしま

す。 



 
（別紙１の２）                          【中小企業等用】 
 

従業員への賃金引上げ計画の表明書 
 
 
当社は、○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度）

（又は○年）において、給与総額を対前年度（又は対前年）増加率○％以上とす

ること 

を表明いたします。 
 従業員と合意したことを表明いたします。 
 
令和 年  月  日 
 株式会社○○○○ 

 （住所を記載） 

 代表者氏名 ○○ ○○   

 

 

 

 

 上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法

によって、代表者より表明を受けました。 

 

 

令和 年  月  日 

 株式会社○○○○ 

 従業員代表          氏名 ○○ ○○  印 

 給与又は経理担当者      氏名 ○○ ○○  印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（別紙１の２）                          【中小企業等用】 
 

（留意事項） 
１．事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況

説明書」を当該事業年度終了月の翌々月末までに契約担当官等に提出してく

ださい。 
  なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作

成する類似の書類（事業活動収支計算書）等の賃金支払額を確認できる書類を

提出してください。 
２．暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴

収票等の法定調書合計表」を翌年の１月末までに契約担当官等に提出してく

ださい。 
３．上記１．による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合

若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記確

認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価

落札方式による入札に参加する場合、技術点又は加算点を減点するものとし

ます。 
４．上記３．による減点措置については、減点措置開始日から１年間に入札公告

が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判

明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時

に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとしま

す。 



赤枠内を確認すること⇓
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【事業者向け】 

 

令和４年２月８日 

 

総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する 

加点措置に係る賃上げ実績の確認の運用等について 

 

○ 総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置において、表明書

の裏面に記載の所定の提出書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理

士又は公認会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認することができると認めら

れる書類に代えることができるとしたところ。 

○ そのことにつき、賃上げを行う企業を評価するとの本制度の趣旨に沿った対応となる

よう運用するため、下記の通り、具体的な確認書類の提出方法及び「同等の賃上げ実績」

と認めることができるかの考え方について整理されたのでお知らせします。 

○ また、あわせて、経年的に本制度の加点を受ける場合における、企業が賃上げ表明を

行う期間に関する留意事項をお知らせします。 

 

記 
 
 
１．確認書類の提出方法 

○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、入札説明書等に示

されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められることが明記

された書面（別紙様式）を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出する。 

※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う。 

※ 仮に制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であっても

その後に減点措置を行う。 

※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上

げ実績を証明することも可能である。 

 

２．「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方 

（１）中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」

いずれを採用することも可能。 

（２）各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金等によ

り評価することも可能。 

（３）所定の書類による賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、

適切に控除や補完が行われたもので評価することも可能。 

 

※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は

経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。 

※ 例えば、役員報酬だけをあげるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが

伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用する

ことや、賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等

により賃上げ表明期間の賃上げ率の水増しを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に

逸脱している行為と見なされる。 
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※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断する 

ことも可能とする。 

 

３．経年的に本制度の加点を受ける場合における賃上げ表明を行う期間について 

（１）本制度では、入札者が加点を受けるために表明する賃上げの期間は、事業年度単位、

暦年単位いずれかを選択できることとしている。 

（２）一方、経年的に本制度に参加する場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度

又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、

当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を

受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年

度に加点を受けるために表明した期間と重ならないよう、入札参加者は留意すること。 

 

 

 

 

 

＜ご参考＞ 表明書裏面に記載の所定の提出書類による賃上げ実績の確認について 

 

（１）令和４年４月以降に開始する入札者（大企業）の事業年度において、対前年度比

で「給与等受給者一人当たりの平均受給額（注）」を表明した増加率以上増加させた

か確認する場合 

 

   賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」の「「10 主要科

目」のうち「労務費」「役員報酬」「従業員給料」の合計額」（以下「合計額」とい

う。）を「４期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することによ

り行う。 

 

（２）令和４年以降の暦年において、入札者（大企業）が、対前年比で「給与等受給者

一人当たりの平均受給額（注）」を表明した増加率以上増加させたか確認する場合 

 

   賃上げを表明した暦年とその前年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計

表」の「１給与所得の源泉徴収票合計表（375）」の「○Ａ俸給、給与、賞与等の総

額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額を比較することにより行う。 

 

 

  （注）中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、（１）の場合は 

「合計額」と、（２）の場合は「支払金額」とする。 

 

 

  



別紙 

 

２．の具体的な場合の例 

 

 

（各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金等により

評価する例） 

・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少す

る場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。 

・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。 

・ ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者

など給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。 

・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和６年４月からの適用に対応するた

め、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給

与総額等を評価する。 

・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求め

られ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制

御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額

等を評価する。 

・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。 

 

 

（所定の書類による賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、

適切に控除や補完を行って評価する例） 

・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途

これを考慮して評価する。 

・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労

務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。 

・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員

に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。 

・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、

これを除いて評価する。 

・ 令和４年４月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和４年度中に賃上げを実施

した場合は、その賃上げを実施したときから１年間の賃上げ実績を評価する。 

 

 

 

※ なお、上記はあくまで例示であり、ここに記載されている例に限定されるもの 

ではない。  



（別紙様式） 

 

賃金引上げ計画の達成について 
 
 

私は、〇〇株式会社が、令和○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日

までの〇〇株式会社の事業年度）（又は○年）において、令和〇年〇月〇日付け

「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添

書類によって確認いたしました。 
 
 （同等の賃上げ実績と認めた評価の内容） 

（記載例１） 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇

人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇％増加にとどまっ

たものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇％増加していたため、表

明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。 

 
（記載例２） 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事することなど

による超過勤務手当が多く発生した（対前年度〇％増加）が、評価対象年度に

おいてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇％減と大きく減少した。

これらの要因により、給与支給総額は○％の増加にとどまったものの、基本給

総額は〇％増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認め

ました。 

 

 
令和  年  月  日 

  （住所を記載） 

  （税理士又は公認会計士等を記載）  氏名 ○○ ○○   

   

 

 

（添付書類） 

・〇〇〇 

・〇〇〇 

  
 


